
 
 

 
                                                        

 

公   示 

 

 

「日本スポーツ振興センター国立登山研修所冬山前進基地新営他機能向上等実施設計業

務」に係る共同体の結成について 

 

 

標記について、下記の要領により共同体の設計・コンサルティング業務に係る有資格

業者登録申請を受付けることとしたので、希望者は申請されたく公示する。 

 

令和６年１月２２日 

 

契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

理事長  芦  立   訓 

 

 

 

記 

 

１ 業務概要 

(1) 業 務 名  日本スポーツ振興センター国立登山研修所冬山前進基地新営

他機能向上等実施設計業務 

(2) 業 務 内 容 冬山前進基地新営及び山岳トレーニングコース整備の技術的提

案及びその他改修設計業務を行うものである。 

(3) 履 行 期 限  令和６年３月３１日 

ただし、財政法の定めによる承認を得た場合は、令和７年２

月２８日まで延長する予定である。 

 

２ 手続等 

(1) 担当部局 

〒１６０－００１３ 東京都新宿区霞ヶ丘町４番１号 

独立行政法人日本スポーツ振興センター財務部調達管財課 

電話 ０３－５４１０－９１４０ 

 

(2) 申請書の交付期間及び場所 

本公示の日から令和６年２月５日１２時００分までの日曜日、土曜日及び祝日を

除く毎日の９時００分から１７時００分まで（１２時００分から１３時００分を除

く。）。 



 
 

 
                                                        

日本スポーツ振興センターホームページ＞トップページ＞調達情報＞入札・公募

情報（https://www.jpnsport.go.jp/corp/tabid/116/Default.aspx） 

(3) 提出書類 

① 共同体の一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタン

ト等） 

② 委任状 

③ 共同体協定書の写し 

④ 共同体の各構成員が文部科学省における令和５・６年度設計・コンサルティン

グ業務の競争参加資格の認定を受けている「競争参加資格認定通知書」の写し 

(4) 申請書等の提出期限、場所及び方法 

令和６年２月５日までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の９時００分から１

７時００分まで（ただし、最終日の２月５日は、１２時００分まで）。 

電子入札システムにより提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は、紙に

より持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)又は託送(書留郵便と同

等のものに限る。提出期限までに必着。)で提出すること。提出場所は（1）に同じ。 

なお、令和６年２月５日以降、当該業務に係る技術提案書の提出の時まで（日曜

日、土曜日及び祝日を除く。）においても、３（２）の認定を受けていない者を構

成員に含む設計共同体に限り随時申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が

終了せず、技術提案書を提出できないことがある。 

(5) 申請書等の作成に用いる言語 

    申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 

 

３ 共同体の参加資格 

次に掲げる条件を全て満たしている２者又は３者の者により構成される共同体であ

ること。 

 (1)  独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規程（平成１５年度規程

第４９号）第２条及び第３条の規定に該当しない者であること。 

(2)  文部科学省における「一般競争参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学

大臣決定）第３章第３２条で定める競争参加資格について、令和５・６年度設計・

コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けている

者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再

認定を受けていること。）であること。ただし、分担業務実施方式により構成して

いる共同体における建築設備関係業務のみを分担する者については、設計・コンサ

ルティング業務資格のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けてい

る者であることとする。 

 (3)  参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定の日までに、文部科学省から

「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平

成１８年１月２０日付け１７文科施第３４６号文教施設企画部長通知）に基づく指



 
 

 
                                                        

名停止措置を受けていないこと。また、「独立行政法人日本スポーツ振興センター

競争参加者の資格等に関する細則」（平成 15 年度細則第 35 号）に基づく指名停止

を受けていないこと。 

(4) 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所

の登録を行っていること。 

なお、分担業務実施により構成している共同体における建築設備関係業務のみを分

担する構成員についてはこの限りではない。 

(5)  建築士法第２条に規定する一級建築士の資格を有する管理技術者を当該業務に

配置できること。なお、配置する管理技術者は、参加表明書提出時点において建築

士法第２２条の２に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること。

（ただし、建築士法施行規則第１７条の３７第１項１ 一級建築士定期講習の項イ

に該当する場合を除く。） 

   管理技術者は、所属する企業と直接的かつ恒常的な雇用関係（参加表明書提出

以前に３か月以上の雇用関係）にあること。 

   管理技術者及び各分担業務分野の主任技術者は、各１名とし、互いに兼任しな

いこと。なお、業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。 

(6)  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業

者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注設計・コンサルティング業者等か

らの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと及び「誓約書」に誓約

できる者であること。 

① 「暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者」とは、「法

人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時、設計・コンサルティング業務等の

契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ

の他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。）であるとき」とし、その判断は警察当局にて行うものと

する。 

② 「これに準ずるもの」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとし、その

判断は警察当局にて行うものとする。 

（ア） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときに

おける当該有資格業者。 

（イ） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ているときにおける当該有資格業者。 

（ウ） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用

するなどしているときにおける当該有資格業者。 

（エ） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい



 
 

 
                                                        

るときにおける当該有資格業者。 

③ 「当該状態が継続している場合」については、該当事実の確認回数で判断する

のではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判

断は警察当局で行うものとする。 

 (7) 経営状況が健全であること。 

 (8) 不正又は不誠実な行為がないこと。 

（9） 国税を滞納している者でないこと。 

 

４ 登録の有効期間 

登録の日から当該業務の引渡が完了する日までとする。ただし、契約者以外の者に

あっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 

 

５ その他 

(1) 設計共同体の名称は、「○○・○○・○○設計共同体」とする。 

(2) 同一の者が２以上の設計共同体の構成員となって申請することはできない。 

(3) 文部科学省における令和５・６年度設計・コンサルティング業務の競争参加資格

の認定を受けていない者は、審査申請の手続きを行い認定を受けること。 

 

 


